
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５１条の２第１項の規定により平成

２２年１１月１１日に佐賀県知事から申請があった件（自治紛争処理委員平成２２

年第２号）について、佐賀県知事及び長崎県知事から、調停案を受諾した旨を記載

した文書が提出され、同条第７項の規定に基づき、調停が成立したので、その旨及

び調停の要旨を公表する。 

 

平成２４年３月２６日 

   総務大臣 川端 達夫  

 

調停の要旨 

本件調停申請に係る紛争は、砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）に基づく砂

利採取業者に対する都道府県知事の認可に係る区域の境界（以下「管轄境界」とい

う。）について、唐津湾沖において佐賀及び長崎両県の間で生じていたものである。 

 佐賀県知事は、平成２２年１１月１１日に、地方自治法第２５１条の２第１項の

規定に基づき、①唐津湾沖における佐賀及び長崎両県の間の管轄境界が未確定であ

ることを確認すること、②管轄境界を等距離ラインにより確定することを求める調

停の申請を行った。佐賀県知事からの申請を受け、総務大臣は、同月２５日に、自

治紛争処理委員の調停に付した。 

 自治紛争処理委員は、同条第３項の規定に基づき、調停案を作成し、平成２４年

２月３日に、佐賀県知事及び長崎県知事に対し、調停案の受諾を勧告した。 

 長崎県知事から、同年３月２２日に、佐賀県知事から、同月２６日に、それぞれ

調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたことから、同条第７項

の規定に基づき、本件調停は成立した。 

 

調停内容 

１．紛争海域における管轄境界が既に確定していたとまでは言えない。しかしな

がら、長崎県が長年にわたって認可を行ってきたことについては、これまでの

経緯等に鑑みれば、問題がない。 

２．紛争海域において長崎県が長年にわたって認可を行ってきた実態に鑑み、今

後１０年間の管轄境界の取扱いについては、暫定的に佐賀県の「漁業取締ライ

ン」をもってこれにあてることとする。 

３．この暫定的な管轄境界の期間が終わるまでの間に、佐賀県及び長崎県は、紛

争海域における新たな管轄境界の設定に向けて、等距離ラインを基本として協

議を行うものとする。 

 


